
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
受
領

答

弁

第

九

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
九
号

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
と
地
域
医
療
及
び
国
民
皆
保
険
へ
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
と
地
域
医
療
及
び
国
民
皆
保
険
へ
の
影
響
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
医
療
を
目
的
に
来
日
し
た
外
国
人
を
対
象
に
す
る
自
由
診
療
・
・
・
の
み
を
行
う
専
門
病
院
」
、
「
外
国
人

専
用
病
院
の
開
設
」
、
「
こ
れ
を
推
進
す
る
立
場
」
及
び
「
外
国
人
専
用
病
院
の
病
床
数
を
、
医
療
計
画
上
の
基
準
病
床
か

ら
除
外
し
て
い
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
医
療
計
画
上
の
基
準
病
床
に
含
ま
れ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
医
療
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
病
院
の
開
設
の
許
可
（
以
下
「
病
院
開
設
の
許
可
」
と
い
う
。
）
等
の
申
請
に
対
す
る
許
可

等
に
係
る
事
務
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
申
請
が
御
指
摘
の
「
自
由
診
療
」
の
み
を
行
う
病
院
の
開
設
に
係
る
も
の
で
あ
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
の
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
当
該
病
床
の
数
と
同
法
第
七
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
既
存
の
病
床
数
と
を
合
算
し
た
数
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
基
準
病
床
数
を
超
え
る
地

一



域
で
は
、
当
該
申
請
に
対
す
る
病
院
開
設
の
許
可
等
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

医
療
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
は
、
「
営
利
を
目
的
と
し
て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
て
は
、
・
・
・
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
病
院
等
の
開
設
が
営
利
を
目
的
と
す
る

も
の
で
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
機
関
の
開
設
者
の
確
認
及
び
非
営
利
性
の
確
認
に
つ
い
て
」
（
平
成
五
年
二
月

三
日
付
け
総
第
五
号
・
指
第
九
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務
課
長
及
び
指
導
課
長
連
名
通
知
）
に
お
い
て
、
「
開
設
主
体
、

設
立
目
的
、
運
営
方
針
、
資
金
計
画
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
」
ほ
か
、
「
医
療
機
関
の
開
設
主
体
が
営
利
を
目
的
と
す
る

法
人
で
な
い
こ
と
」
や
「
医
療
機
関
の
運
営
上
生
じ
る
剰
余
金
を
役
職
員
や
第
三
者
に
配
分
し
な
い
こ
と
」
等
の
病
院
開
設

の
許
可
等
の
審
査
に
当
た
っ
て
の
確
認
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
自
由
診
療
の
み
を
行
う
病

院
の
開
設
」
が
、
同
法
上
、
一
律
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


